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地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第３項の規定に基

づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 特約業者の指定の取消し……………………………………………………………………………………………………………………………………（税務課）…５０５

○ 落札者等の告示………………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５０５

○ 指定自立支援医療機関の指定（２件）………………………………………………………………………………………………………………（健康増進課）…５０６

○ シルバー人材センター連合の業務拡大に係る業種及び職種の指定…………………………………………………………………（労政雇用課雇用対策室）…５０６

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…５０６

○ 委任した指定構造計算適合性判定機関の住所の変更………………………………………………………………………………………………（建築住宅課）…５０６

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…５０６

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５０７

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…５０７

○ 道路の区域変更（県道今治丹原線）………………………………………………………………………………………………（東予地方局今治土木事務所）…５０７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５０７

○ 土地改良区役員の氏名の変更の届出………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…５０７

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…５０８

○ 道路の区域変更（県道上尾峠#万線）………………………………………………………………………………………（中予地方局#万高原土木事務所）…５０８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５０８

○ 道路の供用開始（一般国道３７８号）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…５０８

○ 落札者等の告示…………………………………………………………………………………………………………………………………………（高校教育課）…５０９
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○ 愛媛県選挙公営実施規程の一部改正……………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…５０９

○ 政治活動に関する規程の一部改正………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５４１

○ 愛媛県選挙事務執行規程の一部改正……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５４７

○ 愛媛県選挙管理委員会事務専決規程の一部改正………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５４７

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５４８

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

芳野石油株式会社
代表取締役 芳野 栄治

松山市堀江町甲１５５７
平成２９年
５月３１日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額

随意契約にした理由

平成２９年度県税オンライン
システム保守業務

愛媛県総務部行財政改
革局税務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２９年７月１日

日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市味酒町一丁
目３番地

３８，０５７，０４０円

地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

毎週（火・金）曜日発行 第２８９１号 平成２９年７月１４日
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）

第４５条において準用する同法第３９条第１項の規定に基づき、平成２９

年７月１日次のとおり愛媛県シルバー人材センター連合の業務拡大

に係る業種及び職種を指定した。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２９年７月１４日から２７日まで
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第２項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり住所の変更

の届出があった。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称

ビューローベリタスジャパン株式会社

２ 住所

! 変更前

神奈川県横浜市中区山下町１番地

" 変更後

神奈川県横浜市中区山下町２２番地

３ 変更年月日

平成２９年８月１日
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市喜多台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２９年７月１４日

愛媛県東予地方局長 ! 塚 真 志

就 任
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

!)/*,-.'"%+

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類

指定年月日

このはな脳とこころの診療所 東温市北野田８２０番地１マツモトビル
重信１階

園部 直美 精神通院医療 平成２９年
７月１日

アイリス薬局南江戸店 松山市南江戸二丁目３番３６号メゾンハ
イツ西山１階

有限会社エヌ・エスコーポレーション 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
７月１日

わいわい薬局 今治市南宝来町二丁目７番地２ 株式会社ＹＹ 精神通院医療（薬
局）

平成２９年
７月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類

指定年月日
名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社奏音まつやま 松山市山越五丁目８番６号 おらんじゅ訪問看護リハビリ
ステーション

松山市山越五丁目８番６号 精神通院医療 平成２９年
７月１日

業 種 職 種 市町の区域

５６－各種商品小売
業

Ｃ－２７生産関連事務の職業
Ｄ－３２商品販売の職業
Ｈ－５４製品製造・加工処理の職業

愛媛県内全市町

８５－社会保険・社
会福祉・介護事業

Ｅ－３６介護サービスの職業
松山市・東温市・
伊予郡砥部町・伊
予郡松前町

２４－金属製品製造
業

Ｋ－７７包装の職業 新居浜市

８８－廃棄物処理業 Ｋ－７６清掃の職業 四国中央市

注 業種は日本標準産業分類（平成２５年１０月総務省告示第４０５号）の中分類
に、職種は厚生労働省編職業分類の中分類に定める区分による。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 中 川 英 隆 西条市喜多台９２番地

〃 渡 部 宏 憲 西条市喜多台７８番地

) / * 0平成２９年７月１４日 第２８９１号
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西条市禎瑞土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２９年７月１４日

愛媛県東予地方局長 ! 塚 真 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

! 西条市禎瑞土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書

の写し

" 西条市禎瑞土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２９年７月１５日から８月１５日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

"!"!"!"
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２９年７月１４日

愛媛県東予地方局長 ! 塚 真 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２９年７月５日

３ 指定道路の位置

四国中央市中之庄町字光明１３９６番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

! 延長 ２７．４２メートル

" 幅員 ４．８５メートル

"!"!"!"
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松前町筒井土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨の届

出があった。

平成２９年７月１４日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

!'-(*+,&##)

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 秋 川 隆 幸 西条市国安３５４番地９

〃 中 路 市 郎 西条市喜多台２４０番地

監 事 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

〃 中 川 伸 之 西条市喜多台３８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 町 譲 西条市喜多台１８９番地１

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 中 川 英 隆 西条市喜多台９２番地

〃 渡 部 宏 憲 西条市喜多台７８番地

〃 秋 川 隆 幸 西条市国安３５４番地９

監 事 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

〃 中 川 伸 之 西条市喜多台３８番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線

今治市高橋字多々羅甲１２００番５から

同市高橋字立丁甲１２０２番８まで
旧 １８．５～４１．９ ０．０３４

今治市高橋字多々羅甲１２００番５から

同市高橋字立丁甲１２０２番１０まで
新 １８．５～４９．９ ０．０３４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市高橋字多々羅甲１２００番５から

同市高橋字立丁甲１２０２番１０まで
平成２９年７月１４日

' - ( .平成２９年７月１４日 第２８９１号
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建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

!&,')*+$!#(

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局#万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局#万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年７月１４日

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 国 田 郁 夫 國 田 郁 夫

〃 大 渕 康 高 大 淵 康 高

〃 一 色 強 一 色 勉

許 可 番 号 許 可
年月日

商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消
年月日

取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第１５７１５号 平成２７年
３月１１日

!ネクストステージ 西村 光由 松山市和泉北１－１５－８ 平成２９年
６月５日

建築工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１５２５７号 平成２５年
３月５日

内藤鉄工 内藤 純治 伊予市下吾川１９８０－１５ 平成２９年
６月５日

鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１６１３４号 平成２４年
６月２２日

"愛電舎 菊池 國雄 松山市余戸南４－４－４ 平成２９年
６月７日

電気工事業 建設業の廃止

（般－２７）第１２１１４号 平成２７年
１０月２８日

"石田建設 石田 勝之 松山市雄郡２－６－１４ 平成２９年
６月１９日

建築工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１７４２２号 平成２６年
１２月５日

ミヤ昇建設 宮本 昇一 松山市北斎院町７１５－１ 平成２９年
６月２１日

塗装工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２５）第１４００９号 平成２５年
５月２０日

"イゲタ電業社 渡邉 #志 松山市井門町１２１４－５ 平成２９年
６月２７日

電気工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１７３２８号 平成２６年
６月１３日

アイ冷熱技研 井上 隆 松山市三町１－２－３９ 平成２９年
６月２８日

熱絶縁工事業 建設業の廃止
（法人成り）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠#万線

上浮穴郡#万高原町二名乙１９１８番２地先から

同町二名乙１９１８番２地先まで
旧 ３．１～４．２ ０．２１３

上浮穴郡#万高原町二名乙１９１８番２地先から

同町二名乙１９１８番５まで
新 ６．３～１２．５ ０．２１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠#万線
上浮穴郡#万高原町二名乙１９１８番２地先から

同町二名乙１９１８番５まで
平成２９年７月１４日

& , ' -平成２９年７月１４日 第２８９１号

５０８



!"!"!"!"!"!"!"

0+*4'()./

愛媛県知事 中 村 時 広

!&2,./1%#!-

次のとおり落札者を決定した。

平成２９年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

!&2,0+*4'()./1"$-

愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２９年７月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

別記第１号様式を次のように改める。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江字コウラ１７８番４から

同字１７３番６まで
平成２９年７月１４日

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続

入 札 公 告 日

愛媛県県立学校校務支援システム構
築及び運用・保守業務 一式

愛媛県教育委員会
事務局指導部高校
教育課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２９年７月３日

ＮＴＴビジネスソリュ
ーションズ株式会社四
国支店
愛媛県松山市一番町四
丁目３番地

３，７９４，０４０円
（月額）

総合評価一般競
争入札 平成２９年５月１９日

& 2 , 3平成２９年７月１４日 第２８９１号

５０９



&!$)%（標札）（第１条関係）
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別記第２号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５１１



&!$)%（自動車及び船舶の表示）（第２条関係）
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別記第３号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５１３



&!$)%（拡声機の表示）（第２条関係）
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別記第４号様式その１及びその２を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５１５



その１
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別記第４号様式の２を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５１７



("&+'#!（選挙運動用ポスターの証紙）（第９条関係）
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別記第５号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５１９



&!$)%（選挙運動用ビラ証紙交付票）（第７条・８条関係）

その１ 表 裏
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その２ 表 裏

���

��������� ��

��������� ��

�������� ���

� � �

������������

���������� ��

� �

� �

� �

� � �

� � �

� � �

� �

�

�

�

�

�

�������

��� ��������������������������������������

� ������������������������������������

!
#

"
$

平
成
２９
年
７
月
１４
日

第
２８９１

号

５
２
１



別記第５号様式の２を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５２２



("&+'#!（選挙運動用ポスター証紙交付票）（第１０条・１１条関係）

表 裏
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別記第６号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５２４



&!$)%（標旗）（第２０条関係）
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別記第７号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５２６



&!$)%（乗車（船）用腕章）（第２１条関係）
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別記第８号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５２８



&!$)%（腕章）（第２１条関係）
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別記第１２号様式中「第１２号様式（公営施設使用の個人演説会等開催申出書）」を「第１２号様式（公営施設使用の個人演説会等開催申出書）

（第４２条関係）」に改め、その２及びその３を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５３０



その２
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その３

��������
� � �

�����������

� ������� � �

� � � � � �����������������������

���������������������

� � � � � � ������

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � �

����������������������������

������

�������������� �� �

������� �� � ��

�� ��

������� ��

�� �����������������������������������

!
#

"
$

平
成
２９
年
７
月
１４
日

第
２８９１

号

５
３
２



別記第１３号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５３３



'!"%*&（個人演説会又は政党演説会用立札等の表示）（第４３条関係）

その１（個人演説会用立札等の表示）
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その２（政党演説会用立札等の表示）
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別記第１７号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５３６



'!"%*&（政党等の名称等の掲示）（第５６条関係）
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別記第１９号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５３８



'!"%*&（投票所内の政党等の名称等の掲示）（第５７条関係）
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!#/)-('1$%&+,.!"*

政治活動に関する規程（昭和４６年３月愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２９年７月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

別記第３号様式その２を次のように改める。

# / ) 0平成２９年７月１４日 第２８９１号

５４１
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別記第４号様式その２を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５４３



その２

表 裏
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別記第７号様式を次のように改める。

! # " $平成２９年７月１４日 第２８９１号

５４５



&!$)%（第８条関係）
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!"!"!"!"!"!"!"

!&5-3,*9'()/04#%.

愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２９年７月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

!&5-3,*9'()/04$!.

愛媛県選挙管理委員会事務専決規程（平成２０年３月愛媛県選挙管理委員会告示第１６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

平成２９年７月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

6+

省略

6+

省略

様式番号 事 項 根 拠 条 文 様式番号 事 項 根 拠 条 文

１

２

３～４２

省略

!
'#
'%

選挙人名簿
"
'$
'&

に関す
在外選挙人名簿

る異議申出の決定通知

省略

法第２４条第２項、法第３０条の

８第２項

１

２

３～４２

省略

!
'#
'%

選挙人名簿
"
'$
'&

に関す
在外選挙人名簿

る異議申出の決定通知

省略

法２４条２項、法３０条の８ １

項

4$.81

別紙１

省略

4$.81

別紙１

省略

前 回 登 録 日

現在における

名簿登録者総数

#

前回登録に

係 る 補 正

登 録 者 数

$

省略

選挙時登録

に 係 る

補正登録者数

&

省略

前回定時登録日

現在における

名簿登録者総数

#

定時登録に

かかる補正

登 録 者 数

$

省略

選挙時登録

に か か る

補正登録者数

&

省略

省略 省略 省略 省略 省略 省略

注１ #欄の前回登録日 とは、今回の定時登録又は選挙時登

録の直前の定時登録日（法第２２条第４項により定時登録を行

わなかった場合には、当該定時登録日と同一の基準日である

選挙時登録日）をいうものであること。

２ %欄の選挙時登録者数とは、#欄の登録日 から、今回

の定時登録日又は選挙時登録日までの間に行われた選挙時登

録の登録者数をいうものであること。

注１ #欄の前回定時登録日とは、選挙時登録の場合には、その

直前の定時登録日

をいうものであること。

２ %欄の選挙時登録者数とは、#欄の定時登録日から、今回

の定時登録日又は選挙時登録日までの間に行われた選挙時登

録の登録者数をいうものであること。

改 正 後 改 正 前

（委員長の専決事項）

4"2 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理

委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員会

委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙管

理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

!～" 省略

# 法第２２条第３項の規定に基づき選挙人名簿の登録について被

登録資格の決定の基準となる日 を定めるこ

と。

$ 削除

（委員長の専決事項）

4"2 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理

委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員会

委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙管

理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

!～" 省略

# 法第２２条第２項の規定に基づき選挙人名簿の登録について被

登録資格の決定の基準となる日及び登録を行う日を定めるこ

と。

$ 法第２３条第１項の規定に基づき選挙人名簿の登録の縦覧期間

& 5 - 7平成２９年７月１４日 第２８９１号

５４７
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不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

平成２９年７月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

広瀬病院 今治市拝志１－２６ 昭和６３年７月１２日

省略 省略

今治南病院 省略 今治南病院 省略

医療法人陽成会

広瀬病院

今治市喜田村六丁目

５－１

平成２９年７月５日

省略 省略

２～５ 省略 ２～５ 省略

!～" 省略

２ 省略

を定めること。

!～" 省略

２ 省略

平成２９年７月１４日 発行

# / ) 0平成２９年７月１４日 第２８９１号

５４８


